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新型コロナウイルスの感染症への脅威による経済活動の自粛によって、多くの人々の所得が蒸発した影響

から、相当数の大学生が退学を検討する事態となった。筆者が専攻する憲法学では、日本国憲法の基本原理

の 1 つとして基本的人権の尊重が挙げられており、その基礎は人格形成の機会が保障されているところにあ

る。人格は「学び」と「就業」を通じて形成される。

「あなたは何をしていますか？」という質問に対し、大学生は「私は○○大学○○学部の学生です」、社会

人は「職業名」や「所属組織」を答える。また、社会人も、自己紹介の際に出身大学や学部を言うことがあ

る。これは「学び」や「職業」がアイデンティティを形成している証拠である。「学び」の機会の確保は大

学生の人格形成の機会の保障（憲法上の権利保障の前提）に繋がる。さらに、それはその後の人格形成の機

会である「就業」の機会を確保する。多くの企業や職種が大卒を採用条件としているからである。

憲法上の権利は条文に書かれているだけでは、保障されない。国民は政府（国家）がその役割（国民の権

利自由を護ること）を果たしているのかを監視する必要がある。高校までの教育では政治参加の大切さが教

えられている。大学生はコロナ禍で、政府が自身の権利（人格形成の機会の確保）を護る政策を実施してい

るのかを監視すべきであり、それには政治参加が必要である。政治活動はデモの実施や署名集め等がイメー

ジされるため、多くの大学生にとって参加のハードルは高い。だが、情報通信技術が発達した現代では、政

治参加のハードルは低くなっている。SNS での意見の発信や、ニュースのコメント欄への投稿やそれの評

価も政治参加である。また、政策評価などをする動画を視聴するだけでも、その意見の影響力（視聴回数）

を示すことになる。1 つ 1 つは小さいが、その積み重ねが政治を動かす。例えば、国民への定額給付金は貧

困世帯 30 万円支給から一律 10 万円支給へと変わり、インターネット上での激しい批判が事態を動かす 1

つの原動力になった。投票権の行使が政治参加の最たる例だが、大学生は自身の憲法上の権利を護るために、

日常生活の中での政治参加を意識すべきである。

コロナ禍では、大学への授業料や施設費返還の主張がなされた。多くの大学はこれに応じず、支援金や遠

隔講義受講の環境整備の名目で少額の支援をしたが、学びの機会の確保には全く不十分であった。緊縮財政

による補助金の減額によって、大学は学生の十分な支援ができなかったのであり、批判されるべきは「学び」

の機会を確保しようとしない政府である。大学生の学びの機会の確保には大規模な財政出動が必要であり、

障壁となるのは緊縮財政とその背景にある財政破綻論である。2020 年度は三次補正までで 90 兆円程度の新

規国債が発行されたが、財政破綻論者が主張する事態（国債金利の上昇や悪性インフレ）は起きていない。


